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議案第１５号 

 

令 和 ８ 年 度 箕 輪 町 一 般 会 計 予 算 

 

 

令和８年度箕輪町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，６５０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。  

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用。 

 

 

令和 ８ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

箕 輪 町 長   白 鳥 政 徳 

 

令和 ８ 年 ３ 月  日 

 

箕輪町議会議長   入 杉 百合子 
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

町税1 3,610,000

町民税1 1,681,026

固定資産税2 1,636,186

軽自動車税3 113,999

町たばこ税4 167,321

入湯税10 11,468

地方譲与税2 121,000

地方揮発油譲与税1 23,480

自動車重量譲与税2 86,520

森林環境譲与税4 11,000

利子割交付金3 6,000

利子割交付金1 6,000

配当割交付金4 20,000

配当割交付金1 20,000

株式等譲渡所得割交付金5 21,000

株式等譲渡所得割交付金1 21,000

法人事業税交付金6 64,000

法人事業税交付金1 64,000

地方消費税交付金7 700,000

地方消費税交付金1 700,000

環境性能割交付金8 0

環境性能割交付金1 0

地方特例交付金11 71,000

地方特例交付金1 56,000

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補3 15,000

填特別交付金
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金          額款

（単位：千円）

項

地方交付税12 2,800,000

地方交付税1 2,800,000

交通安全対策特別交付金13 1,500

交通安全対策特別交付金1 1,500

分担金及び負担金14 84,812

分担金1 21,120

負担金2 63,692

使用料及び手数料15 38,799

使用料1 28,349

手数料2 10,450

国庫支出金16 1,330,154

国庫負担金1 789,422

国庫補助金2 534,800

委託金3 5,932

県支出金17 639,999

県負担金1 339,802

県補助金2 237,232

委託金3 62,965

財産収入18 13,531

財産運用収入1 13,501

財産売払収入2 30

寄附金19 300,012

寄附金1 300,012

繰入金20 612,145

特別会計繰入金1 11,169

基金繰入金2 574,864

- 3 -
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金          額款

（単位：千円）

項

繰入金 財産区繰入金320 26,112

繰越金21 300,000

繰越金1 300,000

諸収入22 436,848

延滞金加算金及び過料1 3,000

預金利子2 340

貸付金元利収入3 279,949

雑入5 153,559

町債23 479,200

町債1 479,200

11,650,000歳              入              合              計

- 4 -
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議会費 104,875

議会費 1 104,875

2 総務費 1,752,019

総務管理費 1 1,540,826

徴税費 2 110,076

戸籍・住民基本台帳費 3 44,437

選挙費 4 44,499

統計調査費 5 1,676

監査委員費 6 10,505

3 民生費 3,611,671

社会福祉費 1 1,669,485

児童福祉費 2 1,942,186

4 衛生費 1,522,658

保健衛生費 1 1,145,235

清掃費 2 377,423

6 農林水産業費 632,355

農業費 1 548,961

林業費 2 83,394

7 商工費 550,941

商工費 1 550,941

8 土木費 883,134

土木管理費 1 58,304

道路橋梁費 2 366,525

河川費 3 1,500

都市計画費 4 424,370

住宅費 5 32,435

- 5 -
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金          額款

（単位：千円）

項

9 消防費 420,109

消防費 1 420,109

10 教育費 1,196,252

教育総務費 1 288,244

小学校費 2 371,695

中学校費 3 130,934

社会教育費 6 273,511

保健体育費 7 131,868

11 災害復旧費 3,000

農林施設災害復旧費 1 2,000

公共土木施設災害復旧費 2 1,000

12 公債費 942,986

公債費 1 942,986

14 予備費 30,000

予備費 1 30,000

11,650,000歳              出              合              計

- 6 -
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第 ２ 表  地 方 債 
 

 

起 債 の 目 的 

    

限度額 起債の方法 利     率 償   還   の   方   法 

     千円  5.00％以内  

庁舎施設整備事業 

 

3,100 

 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

(ただし、利率見直し方式で借

り入れる資金について、利率

の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率) 

政府資金については、その融通条件により、銀行その

他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただ

し、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又は借り換えることができる。 

保育園施設整備事業 34,000 同   上 同    上 同         上 

保健衛生施設整備事業 5,300 同   上 同    上 同         上 

農業施設整備事業 77,400 同   上 同    上 同         上 

林業施設整備事業 9,300 同   上 同    上 同         上 

道路橋梁整備事業 229,800 同   上 同    上 同         上 

公園整備事業 57,400 同   上 同    上 同         上 

公営住宅整備事業 26,000 同   上 同    上 同         上 

消防施設整備事業 23,200 同   上 同    上 同         上 

学校教育施設整備事業 6,900 同   上 同    上 同         上 

社会教育施設整備事業 6,800 同   上 同    上 同         上 
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令 和 ８ 年 度 

 

 

箕輪町産業団地造成事業特別会計予算 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

議案第１６号 

 

令 和 ８ 年 度 箕 輪 町 産 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

 

令和８年度箕輪町の産業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６８，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

箕 輪 町 長   白 鳥 政 徳 

 

令和 ８ 年 ３ 月  日 

 

箕輪町議会議長   入 杉 百合子 
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

繰入金2 500

一般会計繰入金1 500

町債4 67,500

町債1 67,500

68,000歳              入              合              計

- 10 -
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 産業団地整備事業費 68,000

産業団地整備事業費 1 68,000

68,000歳              出              合              計

- 11 -

- 11 -



 

 

第 ２ 表  地 方 債 
 

 

起 債 の 目 的 

    

限度額 起債の方法 利     率 償   還   の   方   法 

     千円  5.00％以内  

地域開発事業 

 

67,500 

 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

(ただし、利率見直し方式で借

り入れる資金について、利率

の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率) 

政府資金については、その融通条件により、銀行その

他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただ

し、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又は借り換えることができる。 
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令 和 ８ 年 度 

 

 

 

箕輪町国民健康保険特別会計予算 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

議案第１７号  

 

令 和 ８ 年 度 箕 輪 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 

 

 

令和８年度箕輪町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，０１３，３５５千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 

（一時借入金）  

第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。  

 

 （歳出予算の流用）  

第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。  

（１）  保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

                 

令和  ８  年  ３  月  ２  日  提出  

 

箕  輪  町  長    白  鳥  政  徳  

 

令和  ８  年  ３  月    日  

 

箕輪町議会議長    入  杉  百合子  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

国民健康保険税1 398,414

国民健康保険税1 398,414

使用料及び手数料2 200

手数料1 200

国庫支出金3 1

国庫補助金2 1

県支出金6 1,446,670

県補助金1 1,446,669

財政安定化基金交付金2 1

財産収入8 440

財産運用収入1 440

寄附金9 1

寄附金1 1

繰入金10 165,998

他会計繰入金1 138,376

基金繰入金2 27,622

繰越金11 1

繰越金1 1

諸収入12 1,630

延滞金加算金及び過料1 200

雑入4 1,430

2,013,355歳              入              合              計

- 14 -
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 42,206

総務管理費 1 32,949

徴税費 2 1,012

運営協議会費 3 183

趣旨普及費 4 90

特別対策事業費 5 7,972

2 保険給付費 1,438,398

療養諸費 1 1,234,619

高額療養費 2 192,725

移送費 3 50

出産育児諸費 4 9,004

葬祭諸費 5 2,000

傷病手当金 7 0

3 国民健康保険事業費納付金 497,237

医療給付費分 1 307,922

後期高齢者支援金等分 2 133,085

介護納付金分 3 43,148

子ども・子育て支援納付金分 4 13,082

5 保健事業費 32,570

特定健康診査等事業費 1 20,782

保健事業費 2 11,788

6 基金積立金 441

基金積立金 1 441

7 公債費 1

公債費 1 1

8 諸支出費 2,002

- 15 -
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金          額款

（単位：千円）

項

償還金及び還付加算金 18 諸支出費 2,001

延滞金 2 1

諸支出金 5 0

9 予備費 500

予備費 1 500

2,013,355歳              出              合              計

- 16 -
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令 和 ８ 年 度 

 

 

箕輪町後期高齢者医療特別会計予算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１８号  

 

令 和 ８ 年 度 箕 輪 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 

 

 

令和８年度箕輪町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６６，７１３千円と定める。  

 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 

 

 

 

 

 

 

令和  ８  年  ３  月  ２  日  提出  

 

箕  輪  町  長    白  鳥  政  徳  

 

令和  ８  年  ３  月    日  

 

箕輪町議会議長    入  杉  百合子  

- 17 -
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

後期高齢者医療保険料1 376,587

後期高齢者医療保険料1 376,587

使用料及び手数料2 20

手数料1 20

繰入金4 89,602

一般会計繰入金1 89,602

繰越金5 1

繰越金1 1

諸収入6 503

延滞金、加算金及び過料1 2

償還金及び還付加算金2 500

雑入5 1

466,713歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 10,179

総務管理費 1 9,300

徴収費 2 879

2 後期高齢者医療広域連合納付金 456,012

後期高齢者医療広域連合納付金 1 456,012

3 諸支出金 500

償還金及び還付加算金 1 500

4 予備費 22

予備費 1 22

466,713歳              出              合              計

- 19 -
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令 和 ８ 年 度 

 

 

 

箕輪町介護保険特別会計予算 

 

 
 

 

 

 



  

議案第１９号  
 

令 和 ８ 年 度 箕 輪 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 
 

 
令和８年度箕輪町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。  

 
（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４９４，８０４千円と定める。  
  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  
 
  
 
 
 
 
 

令和  ８  年  ３  月  ２  日 提出  
 

箕 輪 町 長   白 鳥 政 徳  
 

令和  ８  年  ３  月    日  
 

箕輪町議会議長   入 杉 百合子  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

保険料1 466,825

介護保険料1 466,825

分担金及び負担金2 105

負担金1 105

使用料及び手数料3 26

手数料2 26

国庫支出金4 565,836

国庫負担金1 424,423

国庫補助金2 141,413

支払基金交付金5 649,208

支払基金交付金1 649,208

県支出金6 349,923

県負担金1 341,897

県補助金3 8,010

委託金4 16

繰入金10 460,120

一般会計繰入金1 380,120

基金繰入金2 80,000

繰越金11 1

繰越金1 1

諸収入13 2,056

延滞金、加算金及び過料1 1

雑入4 2,055

財産収入16 704

財産運用収入1 704

2,494,804歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 63,923

総務管理費 1 30,775

徴収費 2 1,229

介護認定審査会費 3 31,797

趣旨普及費 4 86

包括支援センター運営委員会費 5 36

2 保険給付費 2,357,900

介護サービス等諸費 1 2,200,000

介護予防サービス等諸費 2 56,800

その他諸費 3 2,100

高額介護サービス等費 4 40,000

高額医療合算介護サービス等費 5 8,000

特定入所者介護サービス等費 6 51,000

5 地域支援事業費 61,469

介護予防・生活支援サービス事業費 1 35,094

一般介護予防事業費 2 13,383

包括的支援事業・任意事業費 3 12,876

その他諸経費 4 116

6 基金積立金 704

基金積立金 1 704

9 諸支出金 10,801

償還金及び還付金 1 601

繰出金 3 10,200

10 予備費 7

予備費 1 7

2,494,804歳              出              合              計
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令 和 ８ 年 度 

 

 

箕輪町水道事業会計予算 
 

 
 

 

 

 

 

 



議案第２０号

（総則）

第１条 令和８年度箕輪町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 給水戸数 １０，０００ 戸

（２） 年間総給水量 ２，１６０，０００ ｍ
３

（３） １日平均給水量 ５，９００ ｍ
３

（４） 主要な建設改良事業

老朽管更新事業 ２２９，５５７ 千円

（収益的収入及び支出）
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入　

第１款　水道事業収益 ５１１，８２０ 千円千円

第１項　営業収益 ４４７，８７０ 千円千円

第２項　営業外収益 ６３，９５０ 千円千円

支　　出　

第１款　水道事業費用 ５０８，９３７ 千円千円

第１項　営業費用 ４６６，９２１ 千円千円

第２項　営業外費用 ３９，２１６ 千円千円

第３項　特別損失 ３００ 千円千円

第４項　予備費 ２，５００ 千円千円

　（資本的収入及び支出）（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２３２，３０８千円は、

過年度分損益勘定留保資金２０９，０２９千円及び当年度分消費税資本的収支調整額２３，２７９千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款　資本的収入 ２０１，２５０ 千円千円

第１項　企業債 １３８，０００ 千円千円

第４項　負担金 ７００ 千円千円

令　和　８　年　度　箕　輪　町　水　道　事　業　会　計　予　算
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第５項　補助金 ６２，５５０ 千円

支　　出

第１款　資本的支出 ４３３，５５８ 千円千円

第１項　建設改良費 ３２９，０８２ 千円千円

第２項　償還金 １０４，４７６ 千円千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職員給与費

　（たな卸資産の購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、２０，０００千円と定める。

３６，８５２千円

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償　還　の　方　法

老朽管更新事業

　　　　 千円

１３８，０００
証書借入
又は

証券発行

　　　　　５．００％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れ
る資金について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後の利
率）

　政府資金については、その融通条件
により、銀行その他の場合には、その
債権者と協定するものによる。ただ
し、企業財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、若しくは繰上償
還又は借り換えることができる。
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　　　　令和 ８ 年 ３ 月 ２ 日　提出

　　　　箕　輪　町　長　　　白　鳥　政　徳

　　　　令和 ８ 年 ３ 月　　日

　　　　箕輪町議会議長　　　入　杉　百合子
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令 和 ８ 年 度 

 

 

箕輪町下水道事業会計予算 
 

 
 

 

 

 

 

 



議案第２１号

（総則）

第１条 令和８年度箕輪町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 排水戸数 戸

（２） 年間総排水量 ｍ
３

（３） 主要な建設改良事業

施設整備事業 千円

（収益的収入及び支出）
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入　

第１款　下水道事業収益 千円

第１項　営業収益  千円

第２項　営業外収益 千円

支　　出　

第１款　下水道事業費用 千円

第１項　営業費用 千円

第２項　営業外費用 千円

第３項　特別損失 千円

第４項　予備費 千円

　（資本的収入及び支出）（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２７７，４９９千円は、

過年度分損益勘定留保資金６８，００１千円、当年度分損益勘定留保資金２０９，４９８千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款　資本的収入 千円

第１項　企業債 千円

第５項　補助金 千円

令　和　８　年　度　箕　輪　町　下　水　道　事　業　会　計　予　算

９，４００

２，０９０，０００

１８４，０２７

９９５，３９４

４６９，３９５

５２５，９９９

９９５，２８２

８５６，１２０

１３２，８６２

３００

６，０００

６９８，４００

４０４，４００

２９４，０００
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支　　出

第１款　資本的支出 千円

第１項　建設改良費 千円

第２項　企業債償還金 千円

第７項　予備費 千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職員給与費 ３３，０４４千円

（他会計からの補助金）

第９条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４７０，０００千円である。

９７７，８９９

１８４，２４３

７９１，６５６

２，０００

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償　還　の　方　法

下水道事業

　　　　 千円

４０４，４００
証書借入
又は

証券発行

　　　　　５．００％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れ
る資金について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後の利
率）

　政府資金については、その融通条件
により、銀行その他の場合には、その
債権者と協定するものによる。ただ
し、企業財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、若しくは繰上償
還又は借り換えることができる。
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　　　　令和 ８ 年 ３ 月 ２ 日　提出

　　　　箕　輪　町　長　　　白　鳥　政　徳

　　　　令和 ８ 年 ３ 月　　日

　　　　箕輪町議会議長　　　入　杉　百合子
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